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資料１ 学習指導要領（平成10年・11年告示）における消費者教育関連項目 

Ⅰ．小学校 

第
１
章 

総 

則 

総合的な学習の時間 第３ 総合的な学習の時間の取扱い 

１ 総合的な学習の時間においては，各学校は，地域や学校，児童の実態等に応じて，横断的・

総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うもの

とする。 

２ 総合的な学習の時間においては，次のようなねらいをもって指導を行うものとする。 

(１) 自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資

質や能力を育てること。 

(２) 学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造的に取り組む

態度を育て，自己の生き方を考えることができるようにすること。 

(３) 各教科，道徳及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け，学習や生活に

おいて生かし，それらが総合的に働くようにすること。 

３ 各学校においては，１及び２に示す趣旨及びねらいを踏まえ，総合的な学習の時間の目標及

び内容を定め，例えば国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横断的・総合的な課題，児童

の興味・関心に基づく課題，地域や学校の特色に応じた課題などについて，学校の実態に応じ

た学習活動を行うものとする。 

４ 各学校においては，学校における全教育活動との関連の下に，目標及び内容，育てようとす

る資質や能力及び態度，学習活動，指導方法や指導体制，学習の評価の計画などを示す総合的

な学習の時間の全体計画を作成するものとする。 

５ 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において適切に定めるものと

する。 

６ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(１) 目標及び内容に基づき，児童の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこと。 

(２) 自然体験やボランティア活動などの社会体験，観察・実験，見学や調査，発表や討論，

ものづくりや生産活動など体験的な学習，問題解決的な学習を積極的に取り入れること。

(３) グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得つ

つ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫すること。 

(４) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会教育施設や社

会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて

工夫すること。 

(５) 国際理解に関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは，学校の実態等に応

じ，児童が外国語に触れたり，外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階

にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること。 

  
 
 
 
 
 
 

第
２
章
各
教
科 
第２節 社 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 目 標 

 社会生活についての理解を図り、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て、国際社会に

生きる民主的、平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。 

 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第３学年及び第４学年〕 

1 目 標 

(１) 地域の産業や消費生活の様子、人々の健康な生活や安全を守るための諸活動について理

解できるようにし、地域社会の一員としての自覚をもつようにする。 

(２) 地域の地理的環境、人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働きについて理解

できるようにし、地域社会に対する誇りと愛情を育てるようにする。 

(３) 地域における社会的事象を観察、調査し、地図や各種の具体的資料を効果的に活用し、

調べたことを表現するとともに、地域社会の社会的事象の特色や相互の関連などについて考

える力を育てるようにする。 

２ 内 容 

(２) 地域の人々の生産や販売について、次のことを見学したり調査したりして調べ、それら

の仕事に携わっている人々の工夫を考えるようにする。 

ア 地域には生産や販売に関する仕事があり、それらは自分たちの生活を支えていること。
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第２節 社 会 

 

イ 地域の人々の生産や販売に見られる仕事の特色及び国内の他地域などとのかかわり。

３ 内容の取扱い 

(１) 内容の(２)については、次のとおり取り扱うものとする。 

ア イについては、農家、工場、商店などの中から選択して取り上げること。その際、地域

の生産活動を取り上げる場合には自然環境との関係について、販売を取り上げる場合には

消費者としての工夫について、それぞれ触れるようにすること。  

第８節 家 庭 第１ 目 標 

衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、家庭生活への関心を高めるとともに日常

生活に必要な基礎的な知識と技能を身に付け、家族の一員として生活を工夫しようとする実践的

な態度を育てる。 

 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第５学年及び第６学年〕 

 1 目 標 

(１) 衣食住や家族の生活などに関する実践的・体験的な活動を通して、家庭生活を支えてい

るものが分かり、家庭生活の大切さに気付くようにする。 

(２) 製作や調理など日常生活に必要な基礎的な技能を身に付け、自分の身の回りの生活に活

用できるようにする。 

(３) 自分と家族などとのかかわりを考えて実践する喜びを味わい、家庭生活をよりよくしよ

うとする態度を育てる。 

２ 内 容 

(７) 身の回りの物や金銭の計画的な使い方を考え、適切に買物ができるようにする。 

ア 物や金銭の使い方を自分の生活とのかかわりで考えること。 

イ 身の回りの物の選び方や買い方を考え、購入することができること。 

第
２
章 

各 

教 

科 

第９節 体 育 第１ 目 標 

 心と体を一体としてとらえ、適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して、運動に

親しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保持増進と体力の向上を図り、楽しく明るい生活を

営む態度を育てる。 

 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第５学年及び第６学年〕 

２ 内容 

Ｇ 保 健 

(３) 病気の予防について理解できるようにする。 

第
４
章 

特 

別 

活 

動 

 第１ 目 標 

 望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに、集団の一

員としての自覚を深め、協力してよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。

 

第２ 内 容 

 Ａ 学級活動 

学級活動においては、学級を単位として、学級や学校の生活の充実と向上を図り、健全な

生活態度の育成に資する活動を行うこと。 

(２) 日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること。 

希望や目標をもって生きる態度の形成、基本的な生活習慣の形成、望ましい人間関係の育

成、学校図書館の利用、心身ともに健康で安全な生活態度の形成、学校給食と望ましい食習

慣の形成など。 
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学習指導要領（平成10年・11年告示）における消費者教育関連項目 

Ⅱ．中学校 

第
１
章 

総 

則 

総合的な学習の時間 第４ 総合的な学習の時間の取扱い 

１ 総合的な学習の時間においては，各学校は，地域や学校，生徒の実態等に応じて，横断的・

総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うも

のとする。 

２ 総合的な学習の時間においては，次のようなねらいをもって指導を行うものとする。 

(１) 自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する

資質や能力を育てること。 

(２) 学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造的に取り組

む態度を育て，自己の生き方を考えることができるようにすること。 

(３) 各教科，道徳及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け，学習や生活

において生かし，それらが総合的に働くようにすること。 

３ 各学校においては，１及び２に示す趣旨及びねらいを踏まえ，総合的な学習の時間の目標

及び内容を定め，例えば国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横断的・総合的な課題，

生徒の興味・関心に基づく課題，地域や学校の特色に応じた課題などについて，学校の実態

に応じた学習活動を行うものとする。 

４ 各学校においては，学校における全教育活動との関連の下に，目標及び内容，育てようと

する資質や能力及び態度，学習活動，指導方法や指導体制，学習の評価の計画などを示す総

合的な学習の時間の全体計画を作成するものとする。 

５ 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において適切に定めるもの

とする。 

６ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(１) 目標及び内容に基づき，生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこと。 

(２) 自然体験やボランティア活動などの社会体験，観察・実験，見学や調査，発表や討論，

ものづくりや生産活動など体験的な学習，問題解決的な学習を積極的に取り入れること。

(３) グル－プ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得

つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫すること。 

(４) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会教育施設や

社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習環境の積極的な活用などにつ

いて工夫すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
２
章 

各 

教 

科 

第２節 社 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 目 標 

広い視野に立って、社会に対する関心を高め、諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し、我

が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め、公民としての基礎的教養を培い、国際社会に生き

る民主的、平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。 

 

第２ 各分野の目標及び内容 

〔公民的分野〕 

１ 目標 

(２) 民主政治の意義、国民の生活の向上と経済活動とのかかわり及び現代の社会生活などに

ついて、個人と社会とのかかわりを中心に理解を深めるとともに、社会の諸問題に着目させ、

自ら考えようとする態度を育てる。 

２ 内容 

(２) 国民生活と経済 

ア 私たちの生活と経済 

身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させるとともに、価格の働きに着

目させて市場経済の基本的な考え方について理解させる。また、現代の生産の仕組みのあ

らましや金融の働きについて理解させるとともに、社会における企業の役割と社会的責任

について考えさせる。その際、社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の

改善について、勤労の権利と義務、労働組合の意義及び労働基準法の精神と関連付けて考

えさせる。 

イ 国民生活と福祉 

国民生活と福祉の向上を図るために、国や地方公共団体が果たしている経済的な役割に
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第２節 社 会 ついて考えさせる。その際、社会資本の整備、公害の防止など環境の保全、社会保障の充

実、消費者の保護、租税の意義と役割及び国民の納税の義務について理解させるとともに、

限られた財源の配分という観点から財政について考えさせる。 

３ 内容の取扱い 

(３) 内容の(２)については、次のとおり取り扱うものとする。 

イ イについては、全体として、細かな事柄、制度や仕組みの学習に深入りすることを避け、

あらましについて理解させること。また、「消費者の保護」については、消費者保護行政

を中心に取り扱うこと。「財政」については、少子高齢社会など現代社会の特色を踏まえ

て考えさせること。 

第 7節 保健体育 第１ 目標 

 心と体を一体としてとらえ、運動や健康・安全についての理解と運動の合理的な実践を通して、

積極的に運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保持増進のための実践力の育成と体

力の向上を図り、明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 

 

第２ 各分野の目標及び内容 

［保健分野］ 

１ 目標 

個人生活における健康・安全に関する理解を通して、生涯を通じて自らの健康を適切に管理

し、改善していく資質や能力を育てる。 

２ 内容 

(３) 傷害の防止について理解を深めることができるようにする。 

(４) 健康な生活と疾病の予防について理解を深めることができるようにする。 

第
２
章 

各 

教 

科 

第８節 技術・家庭 第１ 目 標 

生活に必要な基礎的な知識と技術の習得を通して、生活と技術とのかかわりについて理解を深

め、進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる。 

 

第２ 各分野の目標及び内容 

〔技術分野〕 

１ 目標 

実践的・体験的な学習活動を通して、ものづくりやエネルギー利用及びコンピュータ活用等

に関する基礎的な知識と技術を習得するとともに、技術が果たす役割について理解を深め、そ

れらを適切に活用する能力と態度を育てる。 

２ 内容 

Ｂ 情報とコンピュータ 

(１) 生活や産業の中で情報手段の果たしている役割について、次の事項を指導する。 

ア 情報手段の特徴や生活とコンピュータとのかかわりについて知ること。 

イ 情報化が社会や生活に及ぼす影響を知り、情報モラルの必要性について考えること。

(４) 情報通信ネットワークについて、次の事項を指導する。 

ア 情報の伝達方法の特徴と利用方法を知ること。 

イ 情報を収集、判断、処理し、発信ができること。 

３ 内容の取扱い 

(２) 内容の「Ｂ情報とコンピュータ」については、次のとおり取り扱うものとする。 

ア (１)のアについては、身近な事例を通して情報手段の発展についても簡単に扱うこと。

(１)のイについては、インターネット等の例を通して、個人情報や著作権の保護及び発信

した情報に対する責任について扱うこと。 

ウ (４)については、コンピュータを利用したネットワークについて扱うこと。 

 

〔家庭分野〕 

１ 目標 

実践的・体験的な学習活動を通して、生活の自立に必要な衣食住に関する基礎的な知識と技

術を習得するとともに、家庭の機能について理解を深め、課題をもって生活をよりよくしよう

とする能力と態度を育てる。 
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第８節 技術・家庭 ２ 内容 

Ｂ 家族と家庭生活 

(４) 家庭生活と消費について、次の事項を指導する。 

ア 販売方法の特徴や消費者保護について知り、生活に必要な物資・サービスの適切な選

択、購入及び活用ができること。 

イ 自分の生活が環境に与える影響について考え、環境に配慮した消費生活を工夫するこ

と。 

第
４
章 

特 

別 

活 

動 

 第１ 目 標 

 望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員

としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としての生き

方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。 

 

第２ 内 容 

Ａ 学級活動 

学級活動においては、学級を単位として、学級や学校の生活への適応を図るとともに、そ

の充実と向上、生徒が当面する諸課題への対応及び健全な生活態度の育成に資する活動を行

うこと。 

(２) 個人及び社会の一員としての在り方、健康や安全に関すること。 

イ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成、性的な発達への適応、学校給食と望ま

しい食習慣の形成など。 
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学習指導要領（平成10年・11年告示）における消費者教育関連項目 

Ⅲ．高等学校 

第
１
章 

総 

則 

総合的な学習の時間 第４款 総合的な学習の時間  

１ 総合的な学習の時間においては，各学校は，地域や学校，生徒の実態等に応じて，横断的・

総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うもの

とする。 

２ 総合的な学習の時間においては，次のようなねらいをもって指導を行うものとする。 

(１)  自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する

資質や能力を育てること。 

(２)  学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造的に取り組

む態度を育て，自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。 

(３) 各教科・科目及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け，学習や生活に

おいて生かし，それらが総合的に働くようにすること。 

３ 各学校においては，上記１及び２に示す趣旨及びねらいを踏まえ，総合的な学習の時間の目

標及び内容を定め，地域や学校の特色，生徒の特性等に応じ，例えば，次のような学習活動な

どを行うものとする。 

ア 国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動

イ 生徒が興味・関心，進路等に応じて設定した課題について，知識や技能の深化，総合化

を図る学習活動 

ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動 

４ 各学校においては，学校における全教育活動との関連の下に，目標及び内容，育てようとす

る資質や能力及び態度，学習活動，指導方法や指導体制，学習の評価の計画などを示す総合的

な学習の時間の全体計画を作成するものとする。 

５ 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において適切に定めるものと

する。 

６ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(１)  目標及び内容に基づき，生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこと。 

(２)  自然体験やボランティア活動，就業体験などの社会体験，観察・実験・実習，調査・

研究，発表や討論，ものづくりや生産活動など体験的な学習，問題解決的な学習を積極的に

取り入れること。 

(３)  グループ学習や個人研究などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得つつ全教師が

一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫すること。 

(４) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会教育施設や社

会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて

工夫すること。 

(５)  総合学科においては，総合的な学習の時間における学習活動として，原則として上記

３のイに示す活動を含むこと。 

７ 職業教育を主とする学科においては，総合的な学習の時間における学習活動により，農業，

工業，商業，水産，家庭若しくは情報の各教科に属する「課題研究」，「看護臨床実習」又は「社

会福祉演習」（以下この項において「課題研究等」という。）の履修と同様の成果が期待できる

場合においては，総合的な学習の時間における学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は

全部に替えることができる。また，課題研究等の履修により，総合的な学習の時間における学

習活動と同様の成果が期待できる場合においては，課題研究等の履修をもって総合的な学習の

時間における学習活動の一部又は全部に替えることができる。 

 

第３節 公 民 

 

 

 

 

 

 

第１款 目 標  

 広い視野に立って、現代の社会について主体的に考察させ、理解を深めさせるとともに、人間

としての在り方生き方についての自覚を育て、民主的、平和的な国家・社会の有為な形成者とし

て必要な公民としての資質を養う。 

 

第２款 各 科 目 

第１ 現代社会 
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第３節 公 民 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目標 

人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて、広い視野に立って、現代の社会と人間につい

ての理解を深めさせ、現代社会の基本的な問題について主体的に考え公正に判断するとともに

自ら人間としての在り方生き方について考える力の基礎を養い、良識ある公民として必要な能

力と態度を育てる。 

２ 内容 

(２) 現代の社会と人間としての在り方生き方 

現代社会について多様な角度から理解させるとともに、青年期の意義、経済活動の在り方、

政治参加、民主社会の倫理、国際社会における日本の果たすべき役割などについて自己との

かかわりに着目して考えさせる。 

イ 現代の経済社会と経済活動の在り方 

現代の経済社会における技術革新と産業構造の変化、企業の働き、公的部門の役割と租

税、金融機関の働き、雇用と労働問題、公害の防止と環境保全について理解させるととも

に、個人と企業の経済活動における社会的責任について考えさせる。 

ウ 現代の民主政治と民主社会の倫理 

基本的人権の保障と法の支配、国民主権と議会制民主主義、平和主義と我が国の安全に

ついて理解を深めさせ、日本国憲法の基本的原則について国民生活とのかかわりから認識

を深めさせるとともに、世論形成と政治参加の意義について理解させ、民主政治における

個人と国家について考えさせる。また、生命の尊重、自由・権利と責任・義務、人間の尊

厳と平等、法と規範などについて考えさせ、民主社会において自ら生きる倫理について自

覚を深めさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 政治・経済 

１ 目標 

 広い視野に立って、民主主義の本質に関する理解を深めさせ、現代における政治、経済、国際

関係などについて客観的に理解させるとともに、それらに関する諸課題について主体的に考察さ

せ、公正な判断力を養い、良識ある公民として必要な能力と態度を育てる。 

２ 内容 

(１) 現代の政治 

現代の日本の政治及び国際政治の動向について関心を高め、基本的人権と議会制民主主義

を尊重し擁護することの意義を理解させるとともに、民主政治の本質について探究させ、政

治についての基本的な見方や考え方を身に付けさせる。 

ア 民主政治の基本原理と日本国憲法 

日本国憲法の基本的性格と国会、内閣、裁判所などの政治機構を概観し、政治と法の機

能、人権保障と法の支配、権利と義務の関係、議会制民主主義について理解させ、民主政

治の本質や現代政治の特質について探究させるとともに、政党政治や選挙などに着目し

て、望ましい政治の在り方及び主権者としての参政の在り方について考察させる。 

(２) 現代の経済 

現代の日本経済及び世界経済の動向について関心を高め、日本経済の国際化をはじめとす

る経済生活の変化、現代経済の機能について理解させるとともに、その特質を探究させ、経

済についての基本的な見方や考え方を身に付けさせる。 

ア 経済社会の変容と現代経済の仕組み 

資本主義経済及び社会主義経済の変容、国民経済における家計、企業、政府の役割、市

場経済の機能と限界、物価の動き、経済成長と景気変動、財政の仕組みと働き及び租税の

意義と役割、資金の循環と金融機関の働きについて理解させ、現代経済の特質について探

究させるとともに、経済活動の在り方と福祉の向上との関連を考察させる。 

(３) 現代社会の諸課題 

政治や経済に関する基本的な理解を踏まえ、現代の政治や経済の諸課題を追究する学習を

行い、望ましい解決の在り方について考察させる。 

ア 現代日本の政治や経済の諸課題 

大きな政府と小さな政府、少子高齢社会と社会保障、住民生活と地方自治、情報化の進

展と市民生活、労使関係と労働市場、産業構造の変化と中小企業、消費者問題と消費者保

護、公害防止と環境保全、農業と食料問題などについて、政治と経済とを関連させて考察

させる。 
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 第３節 公 民 

 

３ 内容の取扱い 

(２) 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮すること。 

イ 内容の(２)のアについては、マクロ経済の観点を中心に扱うこと。 

ウ 内容の(３)については、この科目のまとめとしての性格をもつものであることに留意

し、内容の(１)及び(２)で学習した成果を生かし、地域や学校、生徒の実態等に応じて、

ア及びイのそれぞれにおいて課題を選択して追究させること。その際、政治や経済の基本

的な概念や理論の理解の上に立って、事実に基づいて多様な角度から考察し、理論と現実

との相互関連を理解させること。 

第６節 保健体育 第１款 目 標 

 心と体を一体としてとらえ、健康・安全や運動についての理解と運動の合理的な実践を通して、

生涯にわたって計画的に運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保持増進のための実

践力の育成と体力の向上を図り、明るく豊かで活力ある生活を営む態度を育てる。 

 

第２款 各 科 目  

第２ 保健 

１ 目標 

 個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし、生涯を通じて自らの健

康を適切に管理し、改善していく資質や能力を育てる。 

２ 内容 

(1) 現代社会と健康 

我が国の疾病構造や社会の変化に対応して、健康を保持増進するためには、ヘルスプロモ

ーションの考え方を生かし、人々が適切な生活行動を選択し実践すること及び環境を改善し

ていく努力が重要であることを理解できるようにする。 

イ 健康の保持増進と疾病の予防 

健康を保持増進するとともに、生活習慣病を予防するためには、食事、運動、休養及び

睡眠の調和のとれた生活の実践及び喫煙、飲酒に関する適切な意志決定や行動選択が必要

であること。薬物乱用は心身の健康などに深刻な影響を与えることから行ってはならない

こと。また、医薬品は正しく使用する必要があること。 

感染症の予防には、適切な対策が必要であること。 
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第９節 家 庭 第１款 目 標  

人間の健全な発達と生活の営みを総合的にとらえ、家族・家庭の意義、家族・家庭と社会との

かかわりについて理解させるとともに、生活に必要な知識と技術を習得させ、男女が協力して家

庭や地域の生活を創造する能力と実践的な態度を育てる。 

 

第２款 各 科 目  

第１ 家庭基礎 

１ 目標 

人の一生と家族・福祉、衣食住、消費生活などに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得

させ、家庭生活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育てる。 

２ 内容 

(２) 家族の生活と健康 

家族の食生活、衣生活及び住生活に必要な基礎的な知識と技術を習得させ、家族の生活を

健康で安全かつ快適に営むことができるようにする。 

ア 食生活の管理と健康 

栄養、食品、調理、食品衛生などに関する基礎的な知識と技術を習得させ、家族の食生

活を健康で安全に営むことができるようにする。 

イ 衣生活の管理と健康 

被服の機能と着装、被服材料、被服管理などに関する基礎的な知識と技術を習得させ、

家族の衣生活を健康で快適に営むことができるようにする。 

ウ 住生活の管理と健康 

住居の機能、住生活と健康・安全などに関する基礎的な知識と技術を習得させ、家族の

住生活を健康で快適に営むことができるようにする。 

 



第Ⅴ部 参考資料 
 
 

―115― 

 

第９節 家 庭 (３) 消費生活と環境 

家庭経済や消費生活に関する基礎的な知識を習得させるとともに、現代の消費生活の課題

について認識させ、消費者として責任をもって行動できるようにする。 

ア 家庭の経済と消費 

家庭の経済生活、社会の変化と消費生活及び消費者の権利と責任について理解させ、消

費者として主体的に判断できるようにする。 

イ 消費行動と環境 

現代の消費生活と環境とのかかわりについて理解させ、環境負荷の少ない生活を目指し

て生活意識や生活様式を見直すことができるようにする。 

(４) ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

イ 内容の（２）については、実験・実習を中心とした指導を行うよう留意すること。アに

ついては、栄養、食品、調理の関連を図って扱うようにすること。 

ウ 内容の（４）については、ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動の意義と実施方法

について理解させること。また、指導に当たっては、内容の（１）から（３）までの学習

の発展として、生徒が生活の中から課題を見いだし、解決方法を考え、計画を立てて実践

できるようにすること。 

(２) 内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。 

イ 内容の（２）のイについては、衣服を中心として扱い、被服材料については布を扱うこ

と。 

ウ 内容の（３）のアの消費者の権利と責任については、契約、消費者信用、問題の発生し

やすい販売方法などを取り上げて具体的に扱うこと。イについては、環境負荷の少ない生

活の工夫に重点を置くこととし、地球環境問題に深入りしないこと。 
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第２ 家庭総合 

１ 目標 

人の一生と家族、子どもの発達と保育、高齢者の生活と福祉、衣食住、消費生活などに関す

る知識と技術を総合的に習得させ、生活課題を主体的に解決するとともに、家庭生活の充実向

上を図る能力と実践的な態度を育てる。 

２ 内容 

(４) 生活の科学と文化 

衣食住の生活を科学的に理解させるとともに、衣食住に関する先人の知恵や文化を考えさ

せ、充実した衣食住の生活を営むことができるようにする。 

ア 食生活の科学と文化 

栄養、食品、調理などについて科学的に理解させるとともに、食生活の文化に関心をも

たせ、必要な技術を習得して充実した食生活を営むことができるようにする。 

イ 衣生活の科学と文化 

被服材料、被服の構成、被服製作、被服整理などについて科学的に理解させるとともに、

衣生活の文化に関心をもたせ、必要な技術を習得して充実した衣生活を営むことができる

ようにする。 

ウ 住生活の科学と文化 

住居の機能、住空間の計画、住環境の整備などについて科学的に理解させるとともに、

住生活の文化に関心をもたせ、必要な技術を習得して充実した住生活を営むことができる

ようにする。 

エ 生活文化の伝承と創造 

衣食住にかかわる生活文化の背景について理解させるとともに、生活文化に関心をもた

せ、それを伝承し創造しようとする意欲をもたせる。 

(５) 消費生活と資源・環境 

家庭の経済生活、消費者の権利と責任などについて理解させるとともに、現代の消費生活

の課題について認識させ、資源や環境に配慮し、消費者としての適切な意思決定に基づいて、

責任をもって行動できるようにする。 
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第９節 家 庭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 消費行動と意思決定 

消費行動における意思決定の過程とその重要性について理解させる。 

イ 家庭の経済生活 

家庭経済と国民経済とのかかわりについて理解させ、主体的な家計管理と家庭の経済計

画の重要性について認識させる。 

ウ 消費者の権利と責任 

消費生活の現状と課題、消費者問題と消費者の保護、消費者の責任及び生活情報の収

集・選択と活用について理解させ、消費者として主体的に判断し責任をもって行動できる

ようにする。 

エ 消費行動と資源・環境 

現代の消費生活と資源や環境とのかかわりについて理解させ、環境負荷の少ない生活を

目指して生活意識や生活様式を見直し、環境に調和した生活を工夫できるようにする。

(６) ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 

３ 内容の取扱い 

(１) 内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

エ 内容の（４）については、実験・実習を中心とした指導を行うよう留意すること 

オ 内容の（６）については、ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動の意義と実施方法

について理解させること。また、指導に当たっては、内容の（１）から（５）までの学習

の発展として、生徒が生活の中から課題を見いだし、解決方法を考え、計画を立てて実践

できるようにすること。 

(２) 内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。 

エ 内容の（４）のイについては、衣服を中心として扱い、被服材料については布を扱うこ

と。エについては、アからウまでのいずれかにかかわる課題を取り上げて実験・実習等を

させること。 

オ 内容の（５）のウについては、契約、消費者信用、問題の発生しやすい販売方法などを

取り上げて、消費者の権利と責任について具体的に理解させることに重点を置くこと。エ

については、生活と資源や環境とのかかわりについて具体的に理解させることに重点を置

くこととし、地球環境問題に深入りしないこと。 

 

第３ 生活技術 

1 目標 

人の一生と家族・福祉、消費生活、衣食住、家庭生活と技術革新などに関する知識と技術を

体験的に習得させ、生活課題を主体的に解決するとともに、家庭生活の充実向上を図る能力と

実践的な態度を育てる。 

２ 内容 

(２) 消費生活と環境 

家庭経済や消費生活に関する基礎的な知識を習得させるとともに、現代の消費生活の課題

について認識させ、消費者として責任をもって行動できるようにする。 

ア 家庭の経済と消費 

家庭の経済生活、社会の変化と消費生活及び消費者の権利と責任について理解させ、消

費者として主体的に判断できるようにする。 

イ 消費行動と環境 

現代の消費生活と環境とのかかわりについて理解させ、環境負荷の少ない生活を目指し

て生活意識や生活様式を見直すことができるようにする。 

(３) 家庭生活と技術革新 

科学技術の進展が家庭生活に及ぼす影響について理解させ、家庭生活の充実を図るための

コンピュータの活用や家庭用機器の適切な管理と活用ができるようにする。 

ア 科学技術の進展と家庭生活 

家庭生活の変化は科学技術の進展と大きくかかわっていることを理解させ、科学技術の

家庭生活への適切な活用について考えさせる。 

イ 家庭生活と情報 

高度情報通信社会と家庭生活とのかかわりについて理解させ、コンピュータや情報通信

ネットワークを家庭生活に活用できるようにする。 
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第９節 家 庭 

 

ウ 家庭生活と電気・機械 

家庭用機器の機能と活用及び安全と管理について理解させ、家庭用機器を適切に扱うこ

とができるようにする。 

 (４) 食生活の設計と調理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養、食品、調理などに関する知識と技術を習得させ、充実した食生活を営むことができ

るようにする。 

ア 家族の食生活と栄養 

家族の食生活の現状と課題について考えさせ、健康と栄養とのかかわりについて理解さ

せるとともに、健康の保持増進に配慮した食生活の工夫ができるようにする。 

イ 食品と調理 

食品の栄養的特質と調理上の性質について理解させ、献立作成ができるようにするとと

もに、調理技術の習得を図り、家族の食事を整えることができるようにする。 

ウ 食生活の管理 

食生活環境の変化及び食生活の安全と衛生について理解させ、健康や安全に配慮した食

生活の管理ができるようにする。 

(５) 衣生活の設計と製作 

被服の着装、製作、管理などに関する知識と技術を習得させ、充実した衣生活を営むこと

ができるようにする。 

ア 被服の機能と着装 

被服の機能と着装について理解させ、被服計画を考えて被服を適切に選択し、着装でき

るようにする。 

イ 被服の構成と製作 

体型や動作と被服とのかかわり及び立体構成と平面構成の特徴について理解させ、デザ

インに応じた適切な被服材料の選択ができるようにするとともに、製作技術の習得を図

り、被服の製作ができるようにする。 

ウ 衣生活の管理 

被服材料の性能と加工、被服の管理などについて理解させ、健康や安全に配慮した衣生

活の管理ができるようにする。 

(６) 住生活の設計とインテリアデザイン 

住居の機能、設計、管理などに関する知識と技術を習得させ、充実した住生活を営むこと

ができるようにする。 

ア 家族の生活と住居 

住居の機能、家族の生活と住空間及び住環境と地域社会について理解させ、快適な住生

活と周囲の環境や地域社会とのかかわりについて考えさせる。 

イ 住居の設計とインテリア計画 

快適で機能的な住生活を営むために必要な条件について理解させ、家族の形態や暮らし

方を想定した住居の平面計画やインテリア計画ができるようにする。 

ウ 住生活の管理 

住居の選択と維持管理及び住居の安全と衛生について理解させ、健康や安全に配慮した

住生活の管理ができるようにする。 

エ 生活と園芸 

草花や野菜の栽培と利用に関する基礎的な知識と技術を習得させ、園芸を用いて生活環

境を豊かにする工夫ができるようにする。 

(７) ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 

３ 内容の取扱い 

(１) 内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

ア 各学校においては、内容の（３）から（６）までの中から、生徒の興味・関心等に応じ

て、二つ又は三つの項目を選択して履修させること。 

ウ 内容の（７）については、ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動の意義と実施方法

について理解させること。また、指導に当たっては、内容の（１）から（６）までの学習

の発展として、生徒が生活の中から課題を見いだし、解決方法を考え、計画を立てて実践

できるようにすること。 

(２) 内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。 

イ 内容の（２）のアの消費者の権利と責任については、契約、消費者信用、問題の発生し
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 第９節 家 庭 やすい販売方法などを取り上げて具体的に扱うこと。イについては、環境負荷の少ない生

活の工夫に重点を置くこととし、地球環境問題に深入りしないこと。 

 ウ 内容の（３）のイについては、生徒の実態等に応じて適切なソフトウェアを選択して、

その基本操作ができるようにすること。また、情報通信ネットワークを活用した情報の収

集、処理、発信を扱い、コンピュータを家庭生活に活用できるようにすること。その際、

情報モラルについて理解させること。ウについては、身近な家庭用機器を取り上げて、具

体的に扱うこと。 

エ 内容の（４）のイについては、調理用機器の特徴を生かした調理や食品の加工に着目し

た調理についても扱うこと。 
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第 10節 情 報 第１款 目 標 

 情報及び情報技術を活用するための知識と技能の習得を通して、情報に関する科学的な見方や

考え方を養うとともに、社会の中で情報及び情報技術が果たしている役割や影響を理解させ、情

報化の進展に主体的に対応できる能力と態度を育てる。 

 

第２款 各 科 目 

第１ 情報Ａ 

１ 目標 

コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を通して、情報を適切に収集・処理・発信

するための基礎的な知識と技能を習得させるとともに、情報を主体的に活用しようとする態度

を育てる。 

２ 内容 

（１） 情報を活用するための工夫と情報機器 

ア 問題解決の工夫 

問題解決を効果的に行うためには、目的に応じた解決手順の工夫とコンピュータや情報

通信ネットワークなどの適切な活用が必要であることを理解させる。 

イ 情報伝達の工夫 

情報を的確に伝達するためには、伝達内容に適した提示方法の工夫とコンピュータや情

報通信ネットワークなどの適切な活用が必要であることを理解させる。 

(２) 情報の収集・発信と情報機器の活用 

ア 情報の検索と収集 

情報通信ネットワークやデータベースなどの活用を通して、必要とする情報を効率的に

検索・収集する方法を習得させる。 

イ 情報の発信と共有に適した情報の表し方 

情報を効果的に発信したり、情報を共有したりするためには、情報の表し方に工夫や取

決めが必要であることを理解させる。 

ウ 情報の収集・発信における問題点 

情報通信ネットワークやデータベースなどを利用した情報の収集・発信の際に起こり得

る具体的な問題及びそれを解決したり回避したりする方法の理解を通して、情報社会で必

要とされる心構えについて考えさせる。 

(４) 情報機器の発達と生活の変化 

イ 情報化の進展が生活に及ぼす影響 

情報化の進展が生活に及ぼす影響を身のまわりの事例などを通して認識させ、情報を生

活に役立て主体的に活用しようとする心構えについて考えさせる。 

ウ 情報社会への参加と情報技術の活用 

個人が情報社会に参加する上でコンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に使

いこなす能力が重要であること及び将来にわたって情報技術の活用能力を高めていくこ

とが必要であることを理解させる。 

３ 内容の取扱い 

(１) 内容の（１）の実習については、内容の（２）及び（３）とのつながりを考慮したもの

を扱うようにする。アについては、一つの問題に対し、複数の解決方法を試み、それらの結

果を比較する実習を、イについては、プレゼンテーション用ソフトウェアなどを活用した実

習を扱うようにする。 

 

 

 

 

(２) 内容の（２）については、情報通信ネットワークなどを活用した実習を中心に扱うよう

にする。アについては、情報の検索・収集の工夫と情報を提供する側の工夫との関連性に触
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 れるものとする。イについては、情報の利用の仕方に応じた表し方の選択や、情報の作成、

利用にかかわる共通の取決めの必要性を扱うものとする。ウについては、情報の伝達手段の

信頼性、情報の信憑性、情報発信に当たっての個人の責任、プライバシーや著作権への配慮

などを扱うものとする。 

(４) イについては、情報化の進展に伴う生活スタイルや仕事の内容・方法などの変化を調べ

たり、討議したりする学習を取り入れるようにする。ウについては、内容の（１）から（４）

のイまでの学習と関連させて扱うようにする。 

 

第
４
章 

特 

別 

活 

動 

 第１ 目 標 

 望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員

としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としての在り

方生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。   

 

第２ 内 容 

 Ａ ホームルーム活動 

ホームルーム活動においては、学校における生徒の基礎的な生活集団として編成したホー

ムルームを単位として、ホームルームや学校の生活への適応を図るとともに、その充実と向

上、生徒が当面する諸課題への対応及び健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。

(２) 個人及び社会の一員としての在り方生き方、健康や安全に関すること。 

イ 心身の健康と健全な生活態度や習慣の確立、生命の尊重と安全な生活態度や習慣の確

立など 
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